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「松本市都市計画マスタープラン」は、松本市の20年後の都市
の将来像を示すとともに、実現に向けた土地利用や交通体系など
に関する方針や、地域別の課題に応じた構想を定めるものです。

　松本市は、昨年、今後10年のまちづくりの方向性を示した総合
計画（基本構想2030・第11次基本計画）を策定しました。大規模
災害への対応が喫緊の課題となり、ゼロカーボンやデジタル革新
といった時代の大きな転換期を迎えている今こそ、松本の地域特
性を最大限に活かし、三ガク都（岳都・楽都・学都）に象徴される松本らしさを「シンカ」
させることを基本理念としています。

　新たな都市計画マスタープランでは、これまでの都市づくりの積み重ねを大切にしつつ、
市内にそれぞれの役割に応じた拠点を配置することに積極的に取り組みます。都市の活力
を創出する産業の集積や振興を計画的に行う一方、郊外部ではコミュニティの維持に向け
た取組みを進めることで、松本市の豊富な地域資源を活かし、市民一人ひとりが豊かさと
幸せを実感できる都市づくりを実現していきます。

都市は、多様な主体により、長い年月をかけて形作られていくものです。20年先を確実
に見通すことは困難ですが、このマスタープランを軸として、市民・事業者・行政のそれ
ぞれが目指す方向性を共有することが重要です。

時代に即した都市の「シンカ」により、持続可能な循環型社会の土台となる人口の定常
化を実現し、「住む人」「訪れる人」双方にとって魅力と活力にあふれる都市を目指してい
きます。

令和４年３月
� 松本市長　臥雲　義尚

市 長 挨 拶
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